
 

平成 24年４月 10日 

 

行 政 評 価 局 調 査 の 実 施 

 

＜申請手続に係る国民の負担軽減等に関する実態調査 

－東日本大震災に係るものを中心として－＞ 

 

 

 

 総務省行政評価局は、「行政評価等プログラム」に基づき、行政評価局調査を重点的かつ

計画的に実施しています。 

 今回、平成 24年４月から実施する上記１テーマの計画について公表します。 

連絡先 

＜上記テーマについて＞ 

行政評価局内閣、規制改革等担当評価監視官室 

担当：鶴間 

電話（直通）：03-5253-5440 

ＦＡＸ：03-5253-5436 

 

＜行政評価局調査全般について＞ 

 行政評価局総務課 

 担当：安仲 

電話（直通）：03-5253-5407 

ＦＡＸ：03-5253-5412 

※ インターネットでのお問合せについては、以下の総務省ＨＰで受け付けております。 

https://www.soumu.go.jp/hyouka/i-hyouka-form.html 



調査の背景 

主要調査項目と調査の視点 

２ 東日本大震災の復興支援に伴う申請手続の緩和等の実施状況 

３ その他 

申請手続に係る国民負担の軽減等に関する実態調査（東日本大震災に係るものを中心として） 

○ 許認可等の申請を行う場合には、 

 手数料の納付や関係書類の提出な 

 どの各種負担を伴う 

○ 政府は、これまで、累次にわたる 

 閣議決定等により、申請手続の簡素 

 化などを推進するとともに、東日本 

 大震災の発生に伴い、各種の特例 

 措置等の実施を推進 

 
 

主要調査対象 

 全府省 
調査対象機関  

関連調査等対象機関  
 都道府県、市町村、関係団体等 

○ 国民負担の軽減を図る 

 観点から、申請手続等に 

 係る負担の状況、東日本 

 大震災の復興支援に伴う 

 申請手続の緩和等の実施 

 状況などを調査し、関係行 

 政の改善に資するために 

 実施 

 

１ 申請手続等に係る負担の状況 

 ○ 大震災に係る特例措置の実施状況等を調査 

 ○ 申請に伴う手数料の設定状況、申請書類の提出方法等を調査 

○ 許認可等に係る申請手続については、申 

 請に伴う実質的な負担が必要最小限となっ 

 ていることが必要 

○ さらに、大震災からの復興の推進及び今 

 後の大規模災害発生に備えるため、特例措 

 置の積極的な実施も重要 

○ このような中、内閣府の「国民の声」など 

 には、大震災など緊急時に係る申請手続の 

 負担軽減等を求める様々な意見要望あり 

 
 

調査実施期間 
 平成24年４月～25年３月（予定） 
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許認可等の件数の状況 
 

○ 許認可等の総数（平成21年３月31日現在）は１３，８６９件。新たな行政ニーズへの対応等に伴い、前回の 

１２，７８６件（平成19年３月31日現在）から１，０８３件増加 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ １３，８６９件の許認可等のうち、法律に規定されているものが９，８０８件（70.7％）で、許認可等の根拠

は法律が中心。許認可等が規定されている法律数は４９４法律 

 
根拠法令別の許認可等件数 

（単位：件、％） 

把握時点 法律 政令 省令 告示 計 

平成 21 年３月 31 日

現在（今回） 

9,808 

（70.7） 

486 

（3.5） 

3,250 

（23.4） 

325 

（2.3） 

13,869 

（100） 

 

 把握時点 許認可等の総数 増減数 増加数 減少数 

（今回） 
平成21年３月31日 １３，８６９件 

１，０８３件 １，４４１件 ３５８件 
平成20年３月31日（参考） １３，４６１件 

（前回） 平成19年３月31日 １２，７８６件    

10,621件
11,007件

11,803件
12,376件 12,725件 12,786件

13,461件
13,869件

9,000件

10,000件

11,000件

12,000件

13,000件

14,000件

14.3.31 15.3.31 16.3.31 17.3.31 18.3.31 19.3.31

（前回）

20.3.31 21.3.31

（今回）

許認可等総数の推移

資料１ 

資料：許認可等の統一的把握結果（平成 21 年 12 月 15 日総務省公表） 
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 申請負担軽減対策 

                                    平成９年２月10日 

                                    閣 議 決 定 

 

規制緩和を推進するに当たって、行政庁に対する申請等に係る国民の負担を軽減することがきわめて重

要である。今日、簡素で効率的な行政、国民の主体性が生かされる行政及び質の高い行政サービスを実現

するため、情報通信技術の飛躍的な発展をも踏まえ、許認可や補助金等に係る申請、届出又は諸種の統計

調査等に際しての国民の負担の大幅な軽減を図る必要がある。このため、申請等に伴い手続の簡素化、電

子化、ペーパーレス化、ネットワーク化などを迅速かつ強力に推し進め、今世紀中に申請等に伴い国民の

負担感を半減することを目標として本対策の実施に取り組む。 

 

１ 申請・届出の簡素化 

以下の指針に沿って、各省庁は、各種申請・届出の積極的な見直しを行い、今年度（1996年度）末ま

での規制緩和推進計画の再改定の際に盛り込んで実施する。 

 イ 申請書等の記載事項等の簡素化 

    （１）申請書等の記載事項は、審査基準からみて、必要不可欠なものに限る。 

（２）添付書類は、申請書等の記載事項の真実性を裏付けるため及び諾否等の判断を行うために必

要不可欠のものに限る。 

    （３）申請書等の副本に添付する証明書類については、その写しの添付で足りることとする。 

    （４）既に保有している資料と同種のものについては、提出を求めない。 

 ロ 変更申請等の簡素化 

     （１）変更申請については、それを必要としない事項を拡大し、また、変更申請を必要とする場合

でも記載事項及び添付書類は変更に関するものに限定する。 

     （２）更新申請書の記載事項は、新規の変更事項を除き、原処分の継続希望の表明のみとすること

とする。 

     （３）事業者が相続、合併及び営業の譲渡・譲受により事業を開始する場合であって、その申請内

容に実質的な変更がない場合には、既得許認可が、原則としてその事業者に簡便な手続で承継

されるよう措置する。 

 ハ 同種申請の簡素化 

    （１）同一人が行う同種の複数の申請については、一括申請を認める。 

     （２）複数の法令に基づく同種の申請・検査結果等の相互活用によって、一方の申請・検査等を免

除すること等により、申請者、受検者等の負担を軽減する。 

 ニ 押印・手数料納付の合理化 

    （１）申請・届出に際しての押印の在り方を検討する。 

     （２）申請・届出の手数料納付について、収入印紙による納付のほか、予納を含む現金納付や口座

振替による納付が可能な範囲を拡大する。 

 ホ 処理期間の短縮及び有効期間の倍化 

     （１）申請・届出に関する共通ルールを定めた行政手続法の趣旨を各省庁の出先、地方公共団体を

含めて徹底し、処理期間を短縮化するとともに、審査基準を国民の目からみて分かりやすく、

納得のいくものとする。 

    （２）有効期間のある許認可について、有効期間を見直すとともに、有効期間を設定する必要のあ

資料２ 
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     る場合であっても長期とする。具体的には、明らかに不適切なものを除き、現行の有効期間を

     倍化する。倍化が困難なケースでも 大限延長する。 

 

２ 申請・届出の電子化・ペーパレス化 

    （１）行政情報化推進計画の期間中（平成７年度（1995年度）～11年度（1999年度））、社会的な需

要の大きい行政情報を重点として、行政から国民への電子的提供、国民から行政への電子的アク

セスを可能とする措置を講ずる。 

   （２）申請・届出手続については、霞が関ＷＡＮの活用などにより、国・地方を通ずる行政の情報通

信基盤の構築を進め、国・地方を通じた窓口の一元化、１つの手続で関連の申請などがすべて同

時にできるワンストップサービスを早期に実現する。 

    （３）法令に基づき民間事業者に保存を義務づけている書類について、原則として平成９年度（1997

年度）末までに電子媒体による保存が可能となるようにする。 

   （４）各種証明の交付など申請・届出手続の電子化・ペーパレス化を行政情報化推進計画の 終年度

である平成11年度（1999年度）を待たずに、原則として平成10年度（1998年度）末までに可能な

ものから早期に実施に移す。 

 

３ 統計調査の簡素合理化 

   （１）各省庁は、所管するすべての統計調査について、統計調査見直し計画の 終年度である平成11

年度（1999年度）を待たずに、原則として平成10年度（1998年度）末までに、報告者負担の軽減

の観点からの見直しを概ね完了する。 

   （２）国民の報告負担を軽減しつつ必要な統計を作成するため、行政記録の統計かを進めるための調

査に直ちに着手し、平成９年度（1997年度）末をめどに当面の調査結果を取りまとめ、その結果

等を踏まえて、行政記録の統計への活用を推進する。 

   （３）原則として、すべての指定統計について平成10年度（1998年度）末までに、調査結果の所在情

報案内機能を整備するとともに、行政から国民への電子的提供、国民から行政への電子的アクセ

スを可能とする。その後、順次承認統計、届出統計及び業務統計に範囲を拡大する。 

   （４）原則として、すべての指定統計の第１報の公表を可能な限り早期化し、遅くとも月次調査は60

日以内、年次・周期調査は１年以内に公表する。 

 

４ 行政調査の簡素合理化 

各省庁は、諸種の行政調査について、相互の関係を十分吟味し、必要不可欠のものに限定する。ま

た、調査に際しては、根拠法令を明記するとともに、特に調査に対する回答が任意であるときは、そ

のことを明記する。 

 

５ その他 

政府は、本対策に基づいて採られた方策について、できる限り計数的な内容も含めて毎年国民に分

かりやすく報告する。 

また、その実施状況を把握し、必要に応じ行政監察機能を活用して改善を推進する。 
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